
○熊本県警察の一般職員に対する被服等の貸与に関する訓令

平成元年９月２７日

本部訓令甲第１５号

熊本県警察の一般職員に対する被服等の貸与に関する訓令（昭和４１年熊本

県警察本部訓令甲第４号）の全部を改正する。

（目的）

第１条 この訓令は、熊本県警察に勤務する一般職員に貸与する被服等（以下

「被服等」という。）に関して必要な事項を定めることにより服装の端正を

図り、もって勤務能率の向上に資することを目的とする。

（貸与の範囲）

第２条 被服等の貸与を受けることのできる者並びに貸与する被服等の品目、

制式、地質、色、形状、員数、年間使用月数及び使用期間は別表第１のとお

りとする。

２ 前項の規定にかかわらず、熊本県警察本部長（以下「本部長」という。）

が特に必要があると認めるときは、被服等の員数及び年間使用月数を変更し、

又は使用期間を伸縮することができる。

（貸与の時期）

第３条 被服等の貸与の時期は次の各号に掲げるとおりとする。

（1） 第２条に定める被服等を貸与される職員となったとき。

（2） 停職又は休職を命ぜられ被服等を返納した者が復職したとき。

（3） 毀損等により交換を必要と認められるとき。

（4） 被服等の使用期間が満了したとき。

２ 本部長が特に必要と認めるときは、前項と異なる時期に貸与することがで

きる。

（貸与の申請）

第４条 所属長は、所属の職員に前条第１項第１号、第２号及び第３号の事由

が生じたときは、被服等貸与申請書（別記様式第１号）により、本部長に申

請しなければならない。ただし、熊本県警察の一般職員として新たに採用さ

れたことにより被服等を貸与される職員となった場合は、この限りでない。

（被服等の着用）

第５条 被服等の貸与を受けた者（以下「被貸与者」という。）は、勤務に服

するときは貸与を受けている被服等（別表第１に規定する現場作業服（次項

において「現場作業服」という。）を除く。）を着用しなければならない。た



だし、所属長が特に必要と認めて許可した場合はこの限りではない。

２ 前項の規定にかかわらず、被貸与者は、災害等の現場における業務その他

現場作業服を着用することが適当であると認められる業務に従事するとき

は、現場作業服を着用することができる。

３ 被貸与者は、勤務に服さないときは貸与を受けた被服等を着用してはなら

ない。

（着用期間）

第６条 季節により使用する被服等の着用期間は別表第２のとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず、本部長が特に必要と認めるときは、前項の着用

期間を変更することができる。

３ 所属長は、表彰式等公式の儀式に出席する場合及び酷暑、寒冷等の気象条

件により特に必要と認めるときは、本部長の承認を受けて、着用期間を一時

的に変更することができる。

（使用期間の算定）

第７条 被服等の使用期間は、年間使用月数を通算して計算する。ただし、停

職又は休職を命ぜられた者の被服等の使用期間は、その理由が発生した翌月

から進行を停止し、復職したときは、その月から進行するものとする。

（返納）

第８条 被貸与者は、退職、休職、異動等に伴い、被服等の使用を必要としな

くなったときは、被服等を速やかに所属長に返納しなければならない。

２ 所属長は、前項の規定による返納を受けたときは、貸与被服等返納書（別

記様式第２号）により、被服等を添えて速やかに本部長に送付しなければな

らない。

（保全の義務）

第９条 被貸与者は、被服等について常に保全に留意し、必要な補修手入れを

行うとともに、原型、色等を改変してはならない。

（毀損、亡失の処置等）

第１０条 被貸与者は、被服等を毀損して使用に耐えなくなったとき又は亡失

したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

２ 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、毀損亡失報告書（別記

様式第３号）により本部長に報告しなければならない。ただし、毀損による

報告を受けた場合で、当該毀損が被貸与者の故意又は重大な過失によって生

じたものでないことが明らかなときは、この限りでない。

３ 第１項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によっ

て生じたことが明らかなときは、相当額を弁償させることができる。

（貸与事務）



第１０条の２ 被服等の貸与に関する事務は、警察本部警務課長（以下「警務

課長」という。）が行うものとする。

（一般職員被服等台帳の作成及び保管）

第１１条 警務課長は、被服等の貸与状況を明らかにするため、一般職員被服

等台帳（別記様式第４号）を作成し、これを保管しなければならない。この

場合において、一般職員被服等台帳は電磁的方法により作成し、及び保管す

ることができる。

（被服等の送付）

第１２条 警務課長は、被服等を貸与するときは、被服等送付状（別記様式第

５号）により送付するものとする。

２ 所属長は、被服等の送付を受けたときは、被服等送付状に基づき、現品、

号数等を確認のうえ該当者に貸与し、被服等受領書（別記様式第６号）を警

務課長に送付しなければならない。

（簿冊）

第１３条 警務課長は、次の各号に掲げる様式の簿冊を備え、被服等の保管出

納状況を明らかにしておかなければならない。

（1）被服等貸与申請書
（2）貸与被服等返納書
（3）被服等送付状の写し
（4）被服等受領書
２ 所属長は、被服等送付状を保管するものとする。

３ 被服等貸与申請書、貸与被服等返納書、被服等送付状及びその写し並びに

被服等受領書の保存期間は、会計年度で１年とする。

附 則

１ この訓令は、平成元年９月２７日から施行する。

２ この訓令の施行の際、現に貸与されている被服等については、この訓令の

定めるところにより貸与されたものとみなす。この場合、使用期間の算定は

当該被服等を貸与した日から起算する。

附 則（平成元年９月２８日本部訓令甲第１６号）

この訓令は、平成元年１０月１日から施行する。

附 則（平成３年３月１９日本部訓令甲第２号）

この訓令は、平成３年３月２５日から施行する。

附 則（平成４年３月１８日本部訓令甲第５号）



この訓令は、平成４年３月２４日から施行する。

附 則（平成７年２月１４日本部訓令甲第１号）

この訓令は、平成７年２月１５日から施行する。

附 則（平成７年３月２８日本部訓令甲第５号）

この訓令は、平成７年４月１日から施行する。

附 則（平成９年３月２５日本部訓令甲第６号）

この訓令は、平成９年３月２６日から施行する。

附 則（平成９年８月１９日本部訓令甲第１３号）

この訓令は、平成９年９月１日から施行する。

附 則（平成１１年３月２６日本部訓令甲第５号）

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年３月１３日本部訓令甲第２号）

この訓令は、平成１２年３月２３日から施行する。

附 則（平成１４年３月１５日本部訓令第２号）

この訓令は、平成１４年３月２５日から施行する。〔以下略〕

附 則（平成１６年３月１２日本部訓令第９号）

この訓令は、平成１６年３月３１日から施行する。

附 則（平成１６年８月３１日本部訓令第１５号）

この訓令は、平成１６年９月８日から施行する。

附 則（平成１７年１月１５日本部訓令第２号）

この訓令は、平成１７年１月１５日から施行する。

附 則（平成１７年２月１１日本部訓令第４号）

この訓令は、平成１７年２月１１日から施行する。

附 則（平成１７年９月１６日本部訓令第１３号）

この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。



附 則（平成１８年３月２７日本部訓令第９号）

この訓令は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（平成１９年３月１４日本部訓令第３号）

この訓令は、平成１９年３月２２日から施行する。

附 則（平成２０年３月１８日本部訓令第４号）

この訓令は、平成２０年３月３１日から施行する。

附 則（平成２１年３月１３日本部訓令第３号）

この訓令は、平成２１年３月２７日から施行する。

附 則（平成２４年３月１２日本部訓令第１号）

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月２２日本部訓令第４号）

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年７月１０日本部訓令第１２号）

この訓令は、公布の日から施行する。

※ 別記様式(略）


